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男鹿市告示第４８号 

 

 男鹿市子育てファミリー支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年３月３１日 

 

男鹿市長  菅 原 広 二 

 

男鹿市子育てファミリー支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市子育てファミリー支援事業費補助金交付要綱（平成３０年男鹿市告示第１８号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 改正前 

（対象者） （対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満

たす者とする。 

第２条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満

たす者とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 第３子以降の子が生まれ、かつ、その子を含む３人

以上の子を養育していること。 

⑵ 平成30年４月２日以降に第３子以降の子が生まれ、

かつ、その子を含む３人以上の子を養育していること。 

⑶ （略） ⑶ （略） 

（対象事業） （対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業の利

用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用とする。 

第３条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業の利

用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用とする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 
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改正後 改正前 

 ⑷ ファミリー・サポート・センター事業 

⑷ （略） ⑸ （略） 

 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附  則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


